
■ 定期大会開催

-重点課題を中心に課題解決へ-

７月13日に、組合定期大会を開催しました。異例の

賃金カットが断行され、その対応に追われたこともあ

り、例年よりやや遅めでしたが、旦野原・挟間の両キャ

ンパスから、週末夕刻の貴重な時間を割いて、多数足

を運んで頂きました。

今回の定期大会は上述の通り、運営費交付金削減を

理由とした大幅な賃金カットが断行されているなかで

の定期大会でした。前執行部では、団体交渉、職員代

表委員会、学内説明会、署名活動、学内デモなど多方

面で賃金カット回避に向けて意見を表明し、議論して

きています。今回の定期大会で、前執行部の運動方針

を踏襲する形で、粘り強く、合意なき賃金カットの撤

回に向けたとりくみを継続することを確認しました。

特に、今年の執行部では重点課題として、第一に

「合意なき賃金カット」問題の解決を目指す。第二に、

労働協約の再締結を目指す。第三に、組合室復帰を目

指す。以上の課題を達成するために、組織拡大を目指

していきます。

昨年度の運動の一つの到達点がこれら重要課題です。

大学運営に対する問題は解決どころか、増加の一途の

ようにも見えます。そのなかで、導出された重点課題

であり、こられの課題のヤマをどう動かすか、組合や

組合員の力量が問われています。

大学が教育研究の場として自由闊達に進化する環境

や労働条件を作るために、組合はこれからも大学に対

して、物申す存在であり続けなければなりません。そ

のためにも、われわれが語り合える場や仲間とともに

集い、それに相応しい労働条件を絶えず編み出すべく

頑張りましょう。

組合執行部では、今年も組合集会をはじめ、勉強会

やビアガーデンなどの懇親行事を通じて、組合員間の

交流を図り、助け合いのネットワークをしっかりと構

築していきたいと考えています。今年１年よろしくお

願いします。

■ 新書記長挨拶

ご挨拶が遅れました。新書記長の佐藤です。「新」

とは言っても書記長職は今回「二」度の勤めになりま

す。「二」つ返事で引き受けたものの、既に「二」度

の団体交渉で法人の使う「二」枚舌に「二」の句が継

げない思いをしています。そんな中、交渉に臨むにあ

組合ニュース 第 1号

発行：2012年8月31日

大 分 大 学 教 職 員 組 合

TEL･FAX：097-554-7998

E-Mail:oitauu@fat.coara.or.jp



たって「二」つのことを心がけ

ています。それは、最善を求め

ることと、最悪に備えることで

す。一見、地に足の付いていな

い非現実的な要求でも最善を求

めて交渉し、一見、後ろ向きで

弱気な要求でも最悪に備えて準

備をしておく、交渉事ではこう

したことが大切かなと思っています。まだ青「二」才

の私ですが、どうぞよろしく。

■ 新執行部が学長へ挨拶

-良好な労使関係を築く方針を確認-

組合の新執行部は、８月20日に北野学長へ挨拶を行

いました。組合からは石井委員長はじめ５名の役員、

法人側は学長と４名の理事が出席しました。

双方の自己紹介に続けて、委員長から学長に対して、

本学の今後の労使関係について確認と要請を行いまし

た。委員長が「今後、法人として学長として、良好な

労使関係を築いていくという風な方向で努力していた

だけるということでよろしいか」と確認したところ、

学長は「もちろん、総論的には良好な関係を築きたい

と思っています」と述べました。

さらに、委員長から「ぜひ良好な労使関係を今後と

も築いていけるように」、「現場レベルで徹底してい

ただけるということで、今後とも現場に指示していく

という形で確認していただきたいのですが」と要請し

たところ、学長は「総論としては、良好な関係を築き

たいと思っています」と回答しました。

■ 学長が署名を受け取ることに

今回の挨拶の最後に、５月に旦野原キャンパスで集

めた、＜合意なき賃金カット反対＆学長説明会開催要

請＞の署名について、直接学長が受け取るよう委員長

が要請しました。委員長の要請と学長の回答は、次の

とおりです。

委員長：学長宛てに500通近くの署名を持っていまし

て、それをぜひ直接学長にぜひ。これまで

お願いをしておりましたけれども、ぜひシ

ナリオ抜きで、短時間で結構ですので。

学 長：今いただければ。

委員長：今は用意してませんけれども。

学 長：またちょうだいします。

委員長：また調整して。

学 長：はい。

委員長：よろしくお願いします。

以上のように、学長が直接、シナリオ抜きで署名を

受け取ることとなり、これから日程調整を行うことが

確認されました。
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